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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和元年１１月２７日（水） 午前１０時 ２分 開会 

                午前１０時５２分 閉会 

 

１．場所 

  第一委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 福 住 礼 子 副委員長 弘   豊  委  員 森 西  正 

  委  員 楢 村 一 臣 委  員 香 川 良 平  委  員 光 好 博 幸 

  議  長 村 上 英 明  副 議 長 増 永 和 起 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 牛 渡 長 子 同局次長 溝 口 哲 也 

同局総括参与 藤 井 智 哉  同局主幹兼総括主査 香 山 叔 彦 

同局書記 速 水 知 沙  同局書記 織 田 裕 太   

 

１．案件 

・令和元年第４回定例会審議日程及び議事日程について 

・認定第１号 平成３０年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 
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（午前１０時２分 開会） 

○福住礼子委員長 ただいまから、議会運

営委員会を開会いたします。 

 まず、理事者から挨拶を受けることにし

ます。 

 副市長。 

○奥村副市長 おはようございます。本日

は、大変お忙しい中、議会運営委員会を開

催していただきまして、ありがとうござい

ます。 

 来る１２月２日から開催されます、令和

元年第４回摂津市議会定例会におきまし

て、報告案件１件、予算案件６件、条例案

件８件、その他案件３件、計１８件の議案

提出を予定いたしております。それぞれの

案件の概要につきましては、総務部長から

説明させますので、よろしくお願い申し上

げます。 

○福住礼子委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、森西委員

を指名します。 

 それでは、第４回定例会の提出議案につ

いて概略説明をお願いします。 

 井口総務部長。 

○井口総務部長 おはようございます。そ

れでは、令和元年第４回市議会定例会提出

案件の概略説明をさせていただきます。 

 まず、報告第１２号、損害賠償の額を定

める専決処分報告の件でございます。 

 本件は、地方自治法第１８０条第１項の

規定により専決処分をいたしたもので、消

火活動中に起きた車両破損事故に係る損

害賠償でございます。 

 事故の発生状況につきましては、令和元

年１１月２日土曜日、午後１１時３０分ご

ろ、摂津市鳥飼和道一丁目１７番５号の火

災現場において、出火建物前の駐車場に駐

車していた相手方車両の一部を破損させ

たものでございます。 

 損害賠償の相手方につきましては、議案

書のとおりでございます。また、損害賠償

の額は８万３，７１０円で、全額、一般財

団法人全国消防協会から補填されるもの

でございます。なお、令和元年１１月１８

日に示談が成立いたしましたので、本定例

会に専決処分の報告をさせていただくも

のでございます。 

 次に、各会計の補正予算案件でございま

すが、議案第６１号、令和元年度摂津市一

般会計補正予算（第３号）につきましては、

現計予算額３６２億１５７万９，０００円

に補正額６，５１１万７，０００円を追加

し、補正後予算額を３６２億６，６６９万

６，０００円とするものでございます。 

 その内容につきましては、歳入におきま

して、国民健康保険の保険料軽減に係る国

庫負担金及び府負担金を増額するほか、補

正財源の調整により、財政調整基金繰入金

を増額いたしております。 

 歳出におきましては、人事異動等に伴う

人件費を減額するほか、国民健康保険特別

会計、後期高齢者医療特別会計及び介護保

険特別会計への繰出金と子ども医療費、就

学援助に係る扶助費などを増額いたして

おります。 

 繰越明許費といたしましては、千里丘三

島線（東側）道路改良事業について、７，

２０１万８，０００円のうち、１，０３８

万５，０００円を翌年度に繰り越すもので

ございます。 

 債務負担行為といたしましては、収納事

務事業など４事業について追加をするも

のでございます。また、地方債といたしま

しては、災害復旧事業債を追加いたしてお

ります。 

 続きまして、議案第６２号、令和元年度
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摂津市水道事業会計補正予算（第２号）で

ございますが、本件は、収益的収入におき

まして、現計予算額２１億６，０２０万４，

０００円に２３万５，０００円を追加し、

補正後予算額を２１億６，０４３万９，０

００円とするほか、収益的支出におきまし

ては、現計予算額２０億１，１７５万６，

０００円から１，２２０万７，０００円を

減額し、補正後予算額を１９億９，９５４

万９，０００円とするものでございます。

また、資本的支出におきましては、現計予

算額１０億９，６７８万６，０００円に９

万９，０００円を追加し、補正後予算額を

１０億９，６８８万５，０００円とするも

のでございます。 

 補正の内容といたしましては、人事異動

等に伴う人件費の補正でございます。 

 また、債務負担行為では、給配水管維持

管理事業など４事業を追加いたしており

ます。 

 次に、議案第６３号、令和元年度摂津市

下水道事業会計補正予算（第１号）でござ

いますが、本件は、収益的支出におきまし

て、現計予算額３７億４０万８，０００円

に４２０万９，０００円を追加し、補正後

予算額を３７億４６１万７，０００円とす

るほか、資本的支出におきましては、現計

予算額５４億６，２２７万３，０００円に

５万６，０００円を追加し、補正後予算額

を５４億６，２３２万９，０００円とする

ものでございます。 

 補正の内容といたしましては、人事異動

等に伴う人件費の補正でございます。 

 続きまして、議案第６４号、令和元年度

摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）でございますが、本件は、現計予算

額９９億５，２９８万円から補正額２万円

を減額し、補正後予算額を９９億５，２９

６万円とするものでございます。 

 補正の内容といたしましては、歳入にお

きまして保険料を減額するほか、保険料軽

減に伴う繰入金を増額するものでござい

ます。 

 歳出におきましては、人事異動等に伴い

人件費を減額いたしております。 

 続きまして、議案第６５号、令和元年度

摂津市介護保険特別会計補正予算（第３号）

でございますが、本件は、現計予算額６８

億３，１０２万４，０００円に補正額１，

８０１万５，０００円を追加し、補正後予

算額を６８億４，９０３万９，０００円と

するものでございます。 

 補正の内容といたしましては、歳入にお

きまして、保険者機能強化推進交付金を新

たに計上するほか、一般会計繰入金及び基

金繰入金を増額いたしております。 

 歳出におきましては、人事異動等に伴い

人件費を増額するほか、包括支援センター

業務委託料及び基金積立金を増額いたし

ております。 

 続きまして、議案第６６号、令和元年度

摂津市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）でございますが、本件は、現計

予算額１１億３，９６５万１，０００円に、

補正額６６６万７，０００円を追加し、補

正後予算額を１１億４，６３１万８，００

０円とするものでございます。 

 補正の内容といたしましては、歳入にお

きまして、一般会計繰入金を増額いたして

おります。歳出におきましては、広域連合

に対する納付金を増額いたしております。 

 次に、議案第６７号、茨木市及び摂津市

における循環型社会の形成に係る連携協

約の締結に関する協議の件でございます

が、本件は、茨木市及び摂津市における循

環型社会の形成に係る連携協約を締結す
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るに当たり、茨木市と協議することについ

て、地方自治法第２５２条の２、第３項の

規定により議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

 連携協約の内容といたしましては、茨木

市と本市が循環型社会の形成に関する施

策を推進し、両市域の持続的な発展を図る

ため、一般廃棄物の適正処理に関して相互

に役割を分担し、連携することを協約する

ものでございます。 

 なお、連携協約は、締結の日から効力を

生ずるものとし、事務の開始時期は令和５

年度当初を目途といたしております。 

 次に、議案第６８号、指定管理者指定の

件、摂津市斎場でございますが、本件は、

摂津市斎場の指定管理者として、一般財団

法人摂津市施設管理公社を指定すること

について、地方自治法第２４４条の２、第

６項の規定により議会の議決を求めるも

のでございます。 

 なお、一般財団法人摂津市施設管理公社

の主たる事務所の所在地は、摂津市香露園

３２番１９号で、代表者は、理事長、有山

泉でございます。 

 指定の期間につきましては、令和２年４

月１日から令和６年３月３１日までの４

年間といたしております。 

 次に、議案第６９号、指定管理者指定の

件、摂津市立葬儀会館でございますが、本

件は、摂津市立葬儀会館の指定管理者とし

て、一般財団法人摂津市施設管理公社に指

定することについて、地方自治法第２４４

条の２、第６項の規定により議会の議決を

求めるものでございます。 

 なお、一般財団法人摂津市施設管理公社

の主たる事務所の所在地は、摂津市香露園

３２番１９号で、代表者は、理事長、有山

泉でございます。 

 指定の期間につきましては、令和２年４

月１日から令和６年３月３１日までの４

年間といたしております。 

 次に、議案第７０号、摂津市事務分掌条

例の一部を改正する条例制定の件でござ

いますが、本件は、行政組織を改編するた

め、所要の改正を行うものでございます。 

 改正の内容といたしましては、市民生活

部と環境部を統合し、「生活環境部」とす

るほか、用語等の整備を行うものでござい

ます。 

 なお、施行日は、令和２年４月１日とい

たしております。 

 次に、議案第７１号、一般職の職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例制

定の件でございますが、本件は、一般職の

職員の給料月額、住居手当の額及び勤勉手

当の支給割合の改定等を行うため、所要の

改正を行うものでございます。 

 改正の内容といたしましては、本条例第

１条におきまして、若年層の給料月額を引

き上げるものでございます。また、勤勉手

当の令和元年１２月期の支給割合を０．９

２５月分から０．９７５月分に引き上げる

ものでございます。 

 本条例第２条におきましては、住居手当

の支給対象となる家賃額の下限を、１万２，

０００円から１万６，０００円に引き上げ、

住居手当の額の上限を２万７，０００円か

ら２万８，０００円に引き上げるものでご

ざいます。また、令和２年度以降の勤勉手

当の６月期及び１２月期の支給割合を、そ

れぞれ０．９５月分とするほか、自転車で

通勤する職員に対する通勤手当の額の特

例を廃止するものでございます。 

 なお、施行日は、第１条の規定を公布の

日、第２条の規定は令和２年４月１日とい

たしております。 
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 次に、議案第７２号、摂津市介護保険給

付費準備基金条例の一部を改正する条例

制定の件でございますが、本件は、介護保

険給付費準備基金を地域支援事業に活用

することができるようにするため、所要の

改正を行うものでございます。 

 なお、施行日は、公布の日といたしてお

ります。 

 次に、議案第７３号、摂津市税条例の一

部を改正する条例制定の件でございます

が、本件は、地方税法の改正に伴い、所要

の改正を行うものでございます。 

 改正の主な内容といたしましては、給与

所得者、または公的年金等受給者が単身児

童扶養者に該当する場合には、給与所得者

の扶養親族等申告書、または公的年金等受

給者の扶養親族等申告書にその旨を記載

することとするものでございます。 

 また、特定法人、資本金または出資金の

額が１億円を超える法人等である内国法

人に対し、地方税関係手続用電子情報処理

組織を使用して行う方法による納税申告

書及び添付書類の提出を義務づけるもの

でございます。 

 ただし、当該内国法人が電気通信回線の

故障、災害、その他の理由により、地方税

関係手続用電子情報処理組織を使用する

ことが困難であると認められる場合で、市

長の承認を受けたときは、地方税関係手続

用電子情報処理組織を使用しないで、納税

申告書及び添付書類を提出することがで

きることとするものでございます。 

 なお、施行日は、令和２年１月１日とい

たしております。ただし、一部の規定は、

令和２年４月１日及び令和３年１月１日

といたしております。 

 次に、議案第７４号、摂津市青少年運動

広場条例の一部を改正する条例制定の件

でございますが、本件は、青少年運動広場

の照明設備の使用料の額を改定するため、

所要の改正を行うものでございます。 

 改正の内容といたしましては、照明設備

の使用料の額を半面３０分につき２，９０

０円から１，５００円に引き下げるもので

ございます。 

 なお、施行日は公布の日とし、令和２年

４月１日以降の照明設備の使用に係る使

用料について適用することといたしてお

ります。 

 次に、議案第７５号、摂津市放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制

定の件でございます。 

 本件は、放課後児童健全育成事業におけ

る１クラスの児童数の特例を定めるため、

所要の改正を行うものでございます。 

 改正の内容といたしましては、１クラス

を構成する児童の数につきまして、放課後

児童健全育成事業の管理及び運営に支障

がないと市長が認めるときは、おおむね４

０人以下とする基準を、当分の間、適用し

ないことができることとするものでござ

います。 

 なお、施行日は、令和２年４月１日とい

たしております。 

 次に、議案第７６号、摂津市水道事業の

給水等に関する条例の一部を改正する条

例制定の件でございます。本件は、指定給

水装置工事事業者の指定更新手数料を定

めるとともに、指定手数料等の額を改定す

るため、所要の改正を行うものでございま

す。 

 改正の内容といたしましては、指定給水

装置工事事業者の指定更新手数料を１件

につき１万円と定めるとともに、指定手数

料の額を１万５，０００円から１万円に、
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工事事業者証再交付手数料の額を２，６０

０円から２，０００円に引き下げるほか、

あわせて字句等の整備を行うものでござ

います。 

 なお、施行日は、令和２年４月１日とい

たしております。 

 最後に、議案第７７号、摂津市下水道条

例の一部を改正する条例制定の件でござ

います。本件は、排水設備工事責任技術者

に関する事務が大阪府下水道協会に一元

化されることに伴い、所要の規定の整備を

行うほか、指定給水装置工事事業者に関す

る手数料の改定等に合わせ、排水設備の指

定工事店に関する手数料の改定等を行う

ものでございます。 

 なお、施行日は、令和２年４月１日とい

たしております。 

 以上、令和元年第４回定例会提出案件の

概略説明とさせていただきます。 

○福住礼子委員長 説明が終わりました。 

 この際、何か質問があればお受けします。 

 森西委員。 

○森西正委員 おはようございます。報告

第１２号の件でお聞きをしたいと思いま

す。 

 今まで、消火活動中で起きた車両破損事

故という件で上程というのが記憶にない

んです。ここのところの説明をいただきた

いんですけれども、火災活動中に、建物の

シャッターを破いたりとか、破損したり、

そういうふうなことも今までは何度か消

火活動の現場ではあったというふうに思

うんです。それと、例えば車両の破損事故

というふうな損害賠償で上程に上がって

くるところと何が違うのかを、教えていた

だきたいです。損害賠償でもって、どの部

分で上程をして、どの部分で上程をしない

のかという、そういうところの違いを教え

ていただきたいです。 

○福住礼子委員長 井口総務部長。 

○井口総務部長 お答えいたします。 

 消防のほうから伺っておりますのは、火

災活動中に、車両とか建物とかに損傷を与

えた場合は、本来は補償しなくてもいいん

ですけれども、今回の場合については、そ

の車両の破損について一部消防のほうで

連絡の連携がうまくいかず、所有者と意見

の相違があったというか、手続上、本来で

あれば移動できたものが移動できずに、破

損に至ってしまったということで、損害賠

償の保険会社と相談した上で、これはやむ

を得ない行為ということで補償できると

いう保険適用になりましたので、今回報告

させていただくと。 

 ただ、前回まで報告を上げていなかった

ということについては、私はそこは承知し

ておりませんので、今回に関しては、保険

適用になるということでもありますし、消

火活動中の分については全額保険が適用

されるということで上げさせていただい

ていると伺っております。 

○福住礼子委員長 森西委員。 

○森西正委員 この点に関しては、本市で

もって過失があるから、損害賠償の対象に

なるというふうな認識でいいですか。 

○福住礼子委員長 井口総務部長。 

○井口総務部長 そのようで結構かと思

います。 

○福住礼子委員長 森西委員。 

○森西正委員 結構です。 

○福住礼子委員長 ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○福住礼子委員長 以上で、質問を終わり

ます。 

 理事者の皆さんは、退席いただいて結構
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です。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時２３分 休憩） 

（午前１０時２４分 再開） 

○福住礼子委員長 再開します。 

 それでは、認定第１号、平成３０年度摂

津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管

分について審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 牛渡議会事務局長。 

○牛渡議会事務局長 それでは、認定第１

号、平成３０年度摂津市一般会計歳入歳出

決算のうち、議会費に係ります部分につき

まして、決算書に基づき説明をさせていた

だきます。 

 まず、歳入ですが、一般会計歳入歳出決

算書の６１ページの款１９諸収入、項４雑

入、目２雑入、節１雑収入は、議会事務局

分として、議員個人や会派など、一同名で

発信いたしました電報代による私用電話

使用料と各会派が使用されました電子複

写機使用料でございます。 

 また、地震災害見舞金は、大阪府北部地

震に対する芦屋市議会からの見舞金でご

ざいます。 

 次に、歳出につきましては、６８ページ

から７１ページまでの議会費で、予算現額

は３億１，６９７万３，０００円に対しま

して、支出済み額は３億１，０３６万９，

０７８円で、執行率は９７．９％となって

おります。 

 その主な内容といたしましては、６８ペ

ージの款１議会費、項１議会費、目１議会

費、節１報酬は、議員報酬でございます。

節３職員手当等のうち、議員期末手当を執

行しております。 

 次に、節４共済費のうち、議員共済給付

費負担金は、総務省から示された算定方法

に基づき、本市の場合、平成３０年４月１

日現在における標準報酬月額５４万円に、

同じく平成３０年４月１日現在における

議員数１９人の１２か月分に、改正省令で

定める負担金率１００分の３８．２を掛け

て算出いたしております。 

 その下、議員共済事務費負担金は、市議

会議員共済会に支払う事務負担金で、平成

３０年４月１日現在の議員定数１９人分

で、議員一人当たり年額１万３，０００円

でございます。 

 節７賃金は、議長公用車運転手に係る賃

金でございます。 

 節８報償費は、友好都市から摂津市への

訪問時や友好都市への訪問時などの記念

品代及び手話通訳者派遣費です。平成３０

年度におきましては、いずれの執行もござ

いません。 

 節９旅費のうち、費用弁償は、全国市議

会議長会総会、全国高速自動車道市議会協

議会定期総会などへの出席及び大阪府市

議会議長会会長市として、議長会関係の会

議への参加に伴う議長への費用弁償、並び

に先進市行政視察における３常任委員会

１９人分及び議会運営委員会の正副議長

を含めた８人分の費用弁償でございます。

また、普通旅費は、随行事務局職員の旅費

でございます。 

 ３常任委員会と議会運営委員会の視察

先ですが、総務建設常任委員会が静岡県焼

津市と掛川市で、一人当たり３万１，９２

０円、文教上下水道常任委員会が富山県射

水市と砺波市で、一人当たり２万９，５４

０円、民生常任委員会が長野県岡谷市と松

本市で、一人当たり３万４，６５０円、議

会運営委員会が大分県大分市と山口県山

陽小野田市で、一人当たり４万８，７３０

円の支出でございました。 
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 次に、節１０交際費は、主に議長公務に

伴う会費などの経費や行政視察時の手土

産代などでございます。行政視察時の手土

産代といたしましては、先ほど申し上げま

した３常任委員会と議会運営委員会の視

察先である８市への訪問時の費用でござ

います。 

 節１１需用費における消耗品の主なも

のは、官報をはじめ、専門誌や新聞代、定

期購読の機関紙、また、コピー用紙やプリ

ンタートナーなどに要した経費でござい

ます。 

 食糧費は、来客時のお茶、コーヒーなど

の賄いにかかわる費用でございます。 

 印刷製本費は、議会だよりの発行に係る

経費や議会応接室に掲げる議長用写真の

デジタルプリント代でございます。 

 修繕料は、各会議室及び議会事務局の放

送設備などの改修に係る経費でございま

す。当初予算要求の際、改修費といたしま

して、１，５５８万８，０００円を要求い

たしておりましたが、入札の結果、１，２

７４万９，１８４円で落札となり、入札差

金の２８３万８，０００円を減額補正いた

しております。 

 節１２役務費、通信運搬費は、議会事務

局で使用しております携帯電話通話料、手

数料は議長室のテーブルクロスのクリー

ニング代、筆耕翻訳料は、本会議での速記、

そして各委員会・協議会などにおける音声

反訳料でございます。 

 節１３委託料、会議録検索システムデー

タ更新等委託料は、市議会ホームページや

庁内ＬＡＮから閲覧できます定例会や各

委員会の会議録検索システムのデータ更

新に係るものでございます。 

 同じく日程管理システム構築委託料は、

平成２６年度にシステムの移行を行うた

めのソフトを購入し、令和２年度までにデ

ータ移行を完了するため、順次作業を進め

ておりましたが、サーバーの老朽化により、

それまで使用していた日程管理システム

にふぐあいが生じ、使用不可となったこと

から、予算流用を行い、新たに日程管理シ

ステムを構築したものでございます。 

 議会放送設備等改修実施設計委託料は、

先ほど申し上げました放送設備等の改修

に係る実施設計委託料でございます。 

 職員派遣委託料は、正副議長の秘書業務

の派遣職員２名に係るものでございます。 

 同じく議会映像配信委託料は、市議会ホ

ームページから本会議での議論の様子を

インターネット配信及び録画配信で視聴

できる映像配信システムの運営管理業務

委託料でございます。 

 節１４使用料及び賃借料は、事務局内の

電子複写機レンタル料でございます。 

 次に、７０ページ、節１８備品購入費の

うち庁用器具費は、大阪北部地震によりま

して議会図書室の書庫が破損したため、買

い替えが必要となったものでございます。 

 同じく図書購入費は、議会図書室用の図

書の購入費でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金のうち、

政務活動費につきましては、執行がござい

ませんでしたので決算書に記載はござい

ません。 

 最後、各種の負担金についてであります

が、全国市議会議長会は、全国８１５市の

議長により組織され、地方自治の拡充に関

し関係方面に反映させるための措置を行

い、とりわけ、全国知事会、全国市長会、

全国町村会、全国都道府県議会議長会、全

国町村議会議長会と合わせた地方６団体

の一つとして、内閣に対して意見の申し出、

国会に対して意見書の提出を行う全国的
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連合組織でございます。 

 その下、近畿市議会議長会は、全国市議

会議長会を９ブロックに分けた１ブロッ

クとしての位置づけでございまして、２府

４県１１１市の議長により組織され、全国

市議会議長会が行う措置の近畿部会とし

て意見の集約を図る組織でございます。ま

た、近畿地方独自の地方自治の拡充に関し、

関係方面に反映させるための措置を行う

組織でございます。 

 大阪府市議会議長会は、近畿市議会議長

会を構成する２府４県６団体の１つとし

ての位置づけで、大阪府内３３市の議長団

により組織され、近畿市議会議長会が取り

まとめる大阪ブロックの意見を集約する

組織でございます。また、大阪府独自の地

方自治の拡充に関し、関係方面に反映させ

るための措置を行う組織でございます。平

成３０年度は、摂津市が会長市として年３

回の総会や議員研修会をとり行うととも

に、大阪府選出の国会議員への陳情活動を

行い、近畿及び全国市議会議長会を通しま

して要望活動を行っております。 

 北摂市議会議長会は、大阪府市議会議長

会を４ブロックに分けた１ブロックとし

ての位置づけで、７市の議長団により組織

され、大阪府市議会議長会が取りまとめる

北摂ブロックの意見の集約を図る組織で

ございます。また、先進市の管外視察や各

市議会間の情報交換、制度運営に関する調

査を行う組織でございます。 

 その下、全国高速自動車道市議会協議会

は、高速自動車道の建設促進と料金制度や

防災・安全対策など高速道路の諸情勢や通

過市共通の問題を総合的に調査・研究し、

その解決を図るため関係方面に要請等の

措置を行う組織で、令和元年１１月現在、

全国３２５市が加盟しております。 

 以上、決算内容の説明とさせていただき

ます。 

○福住礼子委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 おはようございます。ち

ょっと確認の意味で１点だけ。 

 決算概要の４０ページの、議会映像配信

委託料なんですけれども、予算額が２２０

万２，０００円ということで、これは当初

予算２５０万円程度計上されていたと思

うんですけれども、決算額が１８０万円程

度で収まったということで、このあたりの

理由についてちょっとお願いいたします。 

○福住礼子委員長 溝口議会事務局次長。 

○溝口議会事務局次長 光好委員からの

ご質問にお答えいたします。 

 こちらの議会映像配信委託料につきま

しては、２２０万２，０００円で予算のほ

うを計上させていただいておりましたけ

れども、議場内でのカメラ操作を事務局の

ほうでさせていただく形となりましたの

で、その分の人件費が減額になったという

ことでこのような決算額になっておりま

す。 

○福住礼子委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 それと、映像をライブで

配信するとともに、先ほどもありましたけ

ど、映像をアップすると思うんですけれど

も、そこに結構時間を要しているんじゃな

いかなと思うんですけれども、なぜそこに

タイムラグがあるのか、委託先でやられて

いるものなのか、あるいは事務局側での何

か理由があってそのタイムラグがあるの

かというのを、ちょっとお答えいただけま

すか。 

○福住礼子委員長 溝口議会事務局次長。 

○溝口議会事務局次長 光好委員からの
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ご質問にお答えいたします。 

 そちらにつきましては、委託先の業者の

ほうで編集作業のほうをしていただいて

おりますので、その分で少しお時間がかか

ってしまっているということでございま

す。 

○福住礼子委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 よく市民から聞くのは、

ライブで聞きたいんだけれども、後で見た

いという方がおられて、なかなかちょっと

アップされていないということをよくお

聞きしますので、極力短くできますように

取り組んでいただきますようよろしくお

願いいたします。 

 以上でございます。 

○福住礼子委員長 ほかにございません

か。 

 弘委員。 

○弘豊委員 では、私のほうからも１点だ

け、確認を含めて聞いておきたいなと思う

んですけれども、説明にもありました議会

費の委託料の部分で、会議録検索システム

データ更新等委託料ですけれども、当初予

算と若干差はあるんですけれども、ほぼほ

ぼ執行されているんですが、システムのデ

ータ更新が去年の６月でとまっているん

ですね。それ以降の分が検索しても見られ

ないというふうな状況になっているんで

すが、このあたりについて説明をもらえた

らというふうに思います。 

○福住礼子委員長 溝口議会事務局次長。 

○溝口議会事務局次長 それでは、弘委員

からのご質問にお答えいたします。 

 会議録検索システムが昨年、平成３０年

６月の会議録までで今とまっているとい

うことでございます。こちらにつきまして

は、これまで庁内ＬＡＮからとインターネ

ット系、ホームページから検索システムで

閲覧していただく形になっておりました

けれども、システム変更ということで、イ

ンターネット系に一本化を図るため、順次、

データ移行をさせていただいております。 

 何分、これまで平成３年から約３０年間

分のデータがございます。それを、順次移

行していただいておりまして、そこに少し

お時間かかっておるということではござ

います。今、鋭意進めていただいておると

ころではございますけれども、何とか年内

には直近のデータを速やかに閲覧してい

ただけるような形にしていきたいと思っ

ておりますので、その旨、ご理解のほうよ

ろしくお願いいたします。 

○福住礼子委員長 弘委員。 

○弘豊委員 今ご説明いただいて、データ

の量が多くて時間がかかっているという

ようなことなんですけれども、委託料との

関係でいったら、いわゆる業者にやっても

らう業務量との関係でサイトにふぐあい

とかが生じてこないのか。また、昨年の予

算枠と今年度の委託料は、今ここに上がっ

ている額よりもふえているなというのは

見て取れるんですけれども、そこらあたり

の関係を教えていただきたいと思います。 

○福住礼子委員長 溝口議会事務局次長。 

○溝口議会事務局次長 ご質問いただき

ましたけれども、特にふぐあい等は生じて

おりません。あと、データの作業量という

部分につきましても、大きくは変わらない

ということではございます。 

○福住礼子委員長 弘委員。 

○弘豊委員 この点について、随分と前の

古い議事録の分のデータも移していくと

いうことで、そこらはわかるんですけれど

も、やっぱり直近の分で、そこのところを

見たいなと思いますし、市民の方の目にも

触れる、そういう会議録の検索でもあるの
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で、そこのところは、やっぱり取り組みの

仕方がちょっとぐあい悪かったなという

ふうに思いますし、また議員に対しても、

そういう状況なんだということをきちん

と説明しといてもらわないと、やっぱりそ

れは都合悪いなというふうに思っていま

す。 

 例えば、この間の決算審査に係る委員会

の際なんかでも、所管の委員会が９月の時

点で変わって、その直近の平成３０年度の

部分の決算をするに当たっては、いろいろ

と調べたいことがあったときに、全部議事

録をめくっていかないとそれがわからな

いというふうなことになって、私も全部見

ましたけれども、キーワードで検索ができ

たら、これはどうだっただろうというふう

な振り返りができるけれども、そういうの

が今回はできなかったというのがありま

すので、そこのところは注意してもらいた

いというふうに思います。 

 以上です。 

○福住礼子委員長 ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○福住礼子委員長 以上で、質疑を終わり

ます。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○福住礼子委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 認定第１号所管分について認定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○福住礼子委員長 全員賛成。 

 よって、本件は認定すべきものと決定し

ました。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４４分 休憩） 

（午前１０時４７分 再開） 

○福住礼子委員長 議会運営委員会を再

開します。 

 それでは、第４回定例会の審議日程及び

議事日程について、事務局から説明をお願

いします。 

 香山議会事務局主幹。 

○香山議会事務局主幹 第４回定例会の

審議日程等の事務局案について、お手元の

資料に基づき説明いたします。 

 まず、１ページの審議日程につきまして、

会期は１２月２日から１２月１８日まで

の１７日間でございます。 

 本会議初日の１２月２日は、閉会中の継

続審査となっていました案件の委員長報

告、採決、そして、付託案件について提案

理由の説明、質疑、委員会付託、並びに即

決案件の審議でございます。また、この日

の午後５時１５分が議会議案の届け出締

め切りでございます。 

 ３日が文教上下水道常任委員会及び民

生常任委員会。 

 ４日が総務建設常任委員会と常任委員

会予備日、５日が委員会予備日でございま

す。また、４日の正午が一般質問の届け出

締め切りでございます。 

 なお、審議日程案に記載はございません

が、３日の文教上下水道常任委員会終了後

に、文教上下水道常任委員協議会、民生常

任委員会終了後に、民生常任委員協議会が

予定されております。 

 １３日が議会運営委員会。 

 １７日は本会議で、一般質問。 

 １８日の本会議では、一般質問の後、付

託案件の委員長報告、採決の後、議会議案

の審議となっております。また、１８日の

本会議終了後に開催いただく議会運営委

員会は、次の第１回定例会の審議日程の仮
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決定をお願いするものでございます。 

 以上が審議日程案でございます。 

 続きまして、２ページをごらんください。 

 議事日程について説明申し上げます。 

 まず、１２月２日につきましては、日程

１が会期の決定、日程２は、認定第１号か

ら認定第８号で委員長報告を受けた後、討

論・採決でございます。この８件を採決グ

ループごとにまとめるように、順序を並び

かえて備考欄に一括起立採決、あるいは一

括簡易採決と記載いたします。 

 先ほどの協議会での態度表明に基づき

整理いたしますと、認定第１号、認定第２

号、認定第３号、認定第４号、認定第７号

及び認定第８号は一括起立採決、認定第５

号及び認定第６号は一括簡易採決となり

ます。 

 日程３は、議案第６１号など１７件で提

案理由の説明を受けた後、所管の委員会に

付託となります。 

 日程４は、報告第１２号で報告を受けて

いただきます。 

 ３ページ、１２月１７日については、一

般質問でございます。 

 １８日については、日程１、一般質問の

後、日程２、議案第６１号など委員会付託

案件の１７件を一括上程の上、委員長報

告・採決となります。 

 以上が議事日程でございます。 

 次に議案付託表につきましては、総務建

設、文教上下水道、民生の各常任委員会及

び議会運営委員会で審査いただく案件で

ございます。 

 最後の所管別分割表につきましては、議

案第６１号、令和元年度一般会計補正予算

（第３号）について、付託された委員会で

審査いただく内容でございます。 

 以上、事務局案の説明とさせていただき

ます。 

○福住礼子委員長 ただいま、事務局から

説明がありましたとおりでよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○福住礼子委員長 それでは、そのように

決定をいたします。 

 以上で本委員会を閉会いたします。 

（午前１０時５２分 閉会） 
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